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第１章 組織及び管理 

 

第１節 機構及び定員 

 

１ 機構 

⑴ 概要 

国税庁は、内国税（国税のうち関税、

とん税及び特別とん税を除いたもの。）の

賦課徴収のために、財務省の外局として

設けられているものである。その組織と

しては、中央に国税庁本庁が置かれ、地

方支分部局として全国に11の国税局及び

沖縄国税事務所並びに524の税務署が設置

されている。 

国税庁本庁は、長官官房並びに課税部、

徴収部及び調査査察部の３部からなり、

税務行政を執行するための企画・立案を

行い、これを各国税局・沖縄国税事務所

に指示し、各国税局・沖縄国税事務所や

税務署の事務の指導監督に当たるととも

に税務行政の中央官庁として、各省庁そ

の他関係機関との総合調整を行っている。 

国税局は、原則として総務部、課税部、

徴収部及び調査査察部の４部からなり、

税務署の賦課徴収事務の指導監督に当た

るとともに、自らも大規模法人、大口滞

納者、大口脱税者等の賦課徴収事務を行

っている。 

なお、沖縄国税事務所の機構及び事務

は、国税局とほぼ同様である。 

税務署は、税務行政の執行の第一線と

して、それぞれの管轄区域において内国

税の賦課徴収事務を行っている。税務署

の機構は、その規模により異なるが、総

務課、管理運営部門、徴収部門、個人課

税部門、資産課税部門及び法人課税部門

の１課５部門制が一般的である。 

また、国税庁の施設等機関として税務

職員の教育機関である税務大学校が設置

されているほか、特別の機関として納税

者の審査請求に対して裁決を行う国税不

服審判所が設置されている。 

さらに、審議会等として、国税庁に国

税審議会があり、国税審議会には、国税

不服審判所長が国税庁長官通達と異なる

法令解釈により裁決を行うなどの場合に

おいて、国税庁長官と国税不服審判所長

が意見を求めた事項の審議を行う国税審

査分科会、税理士試験の執行及び税理士

の懲戒処分についての審議を行う税理士

分科会並びに酒類の表示基準の判定など

の審議を行う酒類分科会を置いている。 

また、各国税局・沖縄国税事務所には、

相続税等に係る土地の価格に関し調査審

議する土地評価審議会がある。 

⑵ 平成27年度における主な機構改正 

イ 国際化への対応 

国際的な租税回避事案については、

租税回避行為の全体像を把握し、課税

上の問題点を抽出させる極めて専門的

かつ高度な知識を要することから、仙

台国税局課税第一部課税総括課に国際

税務専門官を増設し、国際課税事案に

係る効果的・効率的に税務調査を実施

する体制の充実・強化を図った。 

ロ 調査・徴収体制の強化 

課税上の問題点が伏在する事案を的

確に選定するためには、あらゆる資料

情報を基に、税目横断的な観点から分

析・検討を行う必要があることから、

名古屋国税局課税第一部に統括国税実

査官を増設し、情報の多角的な分析・

検討から調査企画までを一貫して指

示・管理する体制の充実・強化を図っ
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た。 

また、大口・悪質事案や処理困難事

案に係る滞納処分の執行について処分

の適法性を担保する必要があること及

び平成26年度税制改正により公売事案

について税務署から国税局へ滞納処分

の引継ぎを行うことが可能となり、評

価・換価事務の増加が見込まれること

から、関東信越国税局徴収部に特別整

理総括第二課を増設し、審理事務や評

価・換価事務の体制の充実・強化を図

った。 

脱税の手段・方法が複雑・巧妙化し

ている査察事案については、収集した

資料情報を総合的、多角的に分析・検

討することが必要不可欠であることか

ら、東京及び大阪国税局査察部査察総

括第一課に査察情報管理専門官を新設

し、査察情報事務の充実・強化を図っ

た。 

ハ  社会保障・税番号制度への対応 

   平成27年10月に法人番号の交付開始、

平成28年１月以降に法人番号が利用開

始されることに伴い、国税庁長官官房

企画課に法人番号管理室を新設し、法

人等に対する番号の指定・通知及び公

表に対応する体制の充実・強化を図っ

た。 

２ 定員 

⑴ 概要 

平成27年度における国税庁職員の定員

は、５万5,703人である。組織別では、各

国税局・沖縄国税事務所及び税務署に全

体の97.0％に当たる５万4,026人が配置さ

れ、国税庁本庁879人（構成比1.6％）、税

務大学校326人（同0.6％）、国税不服審判

所472人（同0.8％）となっている。 

職員の事務別配置状況については、全

職員の63.2％が所得税、法人税、消費税

等の賦課事務に、21.1％が国税債権の管

理・徴収事務に従事し、残り15.7％は総

務事務等に従事している。 

⑵ 平成27年度における定員の増減 

平成27年度予算においては、税制改正

に伴う執行体制の整備等のため、992人の

定員増が認められた。一方で「国の行政

機関の機構・定員管理に関する方針」（平

成26年７月25日閣議決定）等に基づく定

員合理化数が△1,057人であることから、

国税庁の定員は、65人の純減となった。 

 

表30 機構改正主要事項一覧表 

   （平成27年７月改正分） 

 機 構 名 設置数 備   考 

国 税 庁 法 人 番 号 管 理 室 ※ １ 長官官房企画課 

国 税 局 

統 括 国 税 実 査 官 

国 際 税 務 専 門 官 

特 別 整 理 総 括 第 二 課 

査 察 情 報 管 理 専 門 官 

１ 

１ 

１ 

２ 

課税第一部（名古屋） 

課税第一部課税総括課（仙台） 

徴収部（関東信越） 

査察部査察総括第一課（東京１・大阪１） 

税 務 署 
特 別 国 税 徴 収 官 

特 別 国 税 調 査 官 

７ 

７ 

 

 

※ 併任用機構（平成27年10月改正） 
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第２節 任用及び採用試験 

 

１ 任用 

⑴ 平成27年度の定期異動は、平成27年７

月10日付で行った。異動に当たっては適

材を適所に配置し、行政組織の効率を最

大限に発揮させるという基本方針の下で、

職員個々の身上等にも配意の上実施した。 

⑵ 平成27年度の定期異動数は、次のとお

りである。 

指定官職 2,767人 

その他の職員 18,240人 

なお、その他の職員の各国税局・沖縄

国税事務所の異動数は、次のとおりであ

る。 

札幌国税局 707人 

仙台国税局 1,071人 

関東信越国税局 2,085人 

東京国税局 5,548人 

金沢国税局 546人 

名古屋国税局 2,018人 

大阪国税局 2,934人 

広島国税局 1,024人 

高松国税局 535人 

福岡国税局 888人 

熊本国税局  709人 

沖縄国税事務所 175人 

合   計 18,240人 

２ 採用試験 

⑴ 総合職試験等 

平成27年度国家公務員採用総合職試験

合格者等に対して面接を実施し、平成28

年４月１日付で10人を採用した。 

なお、試験区分別採用者数は、次のと

おりである。 

大卒（法律）      ４人 

院卒（行政）      ２人 

大卒（経済）      ２人 

大卒（化学・生物・薬学）１人 

院卒（農業科学・水産） １人 

合   計       10人 

⑵ 国税専門官試験 

平成27年度国税専門官採用試験は、第

１次試験が平成27年６月７日に、第２次

試験が７月14日から７月22日のうち第１

次試験合格通知書で指定する日にそれぞ

れ実施され、その最終合格者及び前年度

合格者の中から平成28年４月１日付で

1,154人（内女性416人）を採用した。 

なお、試験の実施状況等は、次のとお

りである。 

受験申込者数 13,197人 

１次合格者数 5,923人 

最終合格者数 3,291人 

採 用 者 数 1,154人 

国税局採用者数（局別内訳） 

札幌国税局 39人 

仙台国税局 79人 

関東信越国税局 122人 

東京国税局 357人 

金沢国税局 36人 

名古屋国税局 123人 

大阪国税局 162人 

広島国税局 62人 

高松国税局 31人 

福岡国税局 73人 

熊本国税局 59人 

沖縄国税事務所 11人 

⑶ 税務職員採用試験 

平成27年度税務職員採用試験は、第１

次試験が平成27年９月６日に、第２次試

験が平成27年10月14日から10月23日のう

ち第１次試験合格通知書で指定する日に

それぞれ実施され、その最終合格者の中
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から平成28年４月１日付で703人（内女性

245人）を採用した。 

なお、試験の実施状況等は、次のとお

りである。 

受験申込者数 8,371人 

１次合格者数 2,555人 

最終合格者数 1,447人 

採 用 者 数 703人 

⑷ 国税庁経験者採用試験（国税調査官

級） 

 職員の年齢構成の変化への対応策の一

つとして、大学等を卒業した日又は大学

院の課程等を修了した日のうち最も古い

日から起算して８年を経過した者を対象

にした平成27年度国税庁経験者採用試験

（国税調査官級）を仙台国税局、関東信

越国税局及び東京国税局において実施し

た。 

国税庁経験者採用試験（国税調査官

級）は、第１次試験が平成27年９月27日

に、第２次試験が平成27年11月８日に、

第３次試験が平成27年11月30日、12月１

日のうち第２次試験合格通知書で指定す

る日にそれぞれ実施され、その最終合格

者の中から平成28年４月１日付で24人

（内女性５人）を採用した。 

 

第３節 給与及び福利厚生 

 

１ 給与 

⑴ 人事院勧告及び給与法改正 

人事院は、平成27年８月６日、国会及

び内閣に対し、一般職職員の給与の改定

に関する勧告を行った。本年の勧告では、

民間給与との均衡を図る観点から、若年

層に重点を置いた俸給表の水準の引上げ

及び期末・勤勉手当の引上げ等が勧告さ

れるとともに、地域間・世代間の適正な

給与配分等の実現を図る観点から、給与

制度の総合的見直しが進められ、地域手

当及び単身赴任手当の引上げ等が勧告さ

れた。 

その後、平成27年12月４日の閣議で、

勧告どおり給与改定を行うことを決定し、

平成28年１月20日に給与法が改正された。 

⑵ 級別定数 

職員構成及び職務の実態を踏まえ、関

係当局に対し給与等の改善を要望するな

ど、職員の処遇の維持・改善に努めた。 

なお、平成27年度における級別定数

（税務職）は表31のとおりである。 

 

表31 級別定数（税務職） 

（単位：人） 

10級 3 

９級 122 

８級 575 

７級 1,688 

６級 12,172 

５級 13,789 

４級 9,605 

３級 4,862 

２級 5,424 

１級 5,898 

計 54,138 

 

２ 福利厚生 

明るく健康で能率的な職場づくりを目指

して、職員の健康を保持増進するための福

利厚生施策を推進し、共済組合事業を適切

に運営した。 

⑴  福利厚生施策 

イ 職員の健康の保持増進を図るため、

各種健康診断及びその結果に基づく保



- 83 - 

健指導を実施し、生活習慣病対策の充

実を図った。 

ロ 心の健康づくりについては、専門医

等による相談体制や職場復帰支援体制

を整備するとともに、知識の普及と正

しい理解のための健康教育等を計画的

に実施し、その充実に努めた。また、

平成27年12月の人事院規則改正によ

り、全省庁にストレスチェック制度が

導入されたことから、同制度の円滑な

実施に向け、「国税庁職員健康管理規

程」（昭和49年国税庁訓令特第19号）の

改正等を行った。 

ハ 職員の在職中から退職後にわたる人

生をより充実したものとするため、必

要な情報提供を行い、職員自らが生活

設計を行うことを支援した。 

⑵ 共済組合事業 

共済組合では、組合員及びその被扶養

者の生活の安定と福祉の向上のため、短

期給付事業のほか、医療、貸付、各種保

険の取扱い等の福祉事業を行った。 

３ 公務員宿舎 

職員の職務の能率的な遂行を確保するた

め、必要な宿舎について、適正な貸与を行

った。 

 

第４節 国税庁特定事業主行動計画 

 

１ 概要 

⑴ 安心子育て応援プラン 

平成15年７月に制定された「次世代育

成支援対策推進法」の基本理念の趣旨に

基づき、子育てと仕事の両立の推進とい

う視点に立った職場環境を整備するため、

「国税庁特定事業主行動計画」を策定し、

平成17年４月１日から実施した。 

また、平成20年４月には計画の見直し

を行うとともに、「安心子育て応援プラン」

という愛称を付与した。 

⑵ 第Ⅱ期安心子育て応援プラン 

平成22年３月31日で当初の５年の計画

期間の満了を迎え、これまでの各種取組

の実施状況、職員の意見、両立支援を巡

る環境の変化などを踏まえ、平成22年４

月１日から平成27年３月31日までを計画

期間とする「第Ⅱ期安心子育て応援プラ

ン」を策定・公表し、実施した。 

 ⑶ 第Ⅲ期安心子育て応援プラン 

   平成27年３月、これまで10年間の取組

状況のほか「財務省女性職員活躍とワー

クライフバランス推進のための取組計画」

を踏まえ、平成27年４月１日から平成33

年３月31日までを対象期間とする「第Ⅲ

期安心子育て応援プラン」を策定・公表

し、実施している。 

２ 具体的な両立支援に対する主な取組 

両立支援に対する取組（①両立支援制度

の周知徹底、働き方等の意識改革、②ワー

クライフバランス推進強化月間、③各種相

談体制の充実、④人事上の配慮等、⑤男性

職員の家庭生活への関わり推進、⑥事務計

画・事務分担の見直し等、⑦休暇制度等に

関する関係機関への働きかけ、⑧研修参加

の際の配慮、⑨超過勤務の縮減、⑩年次休

暇の取得促進、⑪保育施設等に関する情報

提供等、⑫テレワークの拡大・推進、⑬人

事評価への反映、⑭ワークライフバランス

推進に資する取組等の表彰）を実施し、男

女を問わず全ての職員がワークライフバラ

ンスを確保し、職員が気兼ねなく必要な両

立支援制度を利用できる職場環境の醸成に

努めた。 
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第５節 規律 

 

１ 服務 

職員の服務に関しては、服務規律に対す

る職員の自覚を高め、綱紀の保持に努める

とともに、非行者に対しては厳正に対処し

ている。 

また、非行を行った職員はもとより、指

導監督が不十分であったため非行を未然に

防止できなかった監督者に対しても厳正に

対処しており、平成27年中42人（前年55人）

に対して懲戒処分を行った。 

２ 監察 

職員の非行の未然防止、早期発見及び的

確な処理により、綱紀を厳正に保持し、も

って公正な税務行政の運営に資するため、

次の事項に重点を置いて監察官事務を実施

した。 

⑴ 組織的な非行予防体制の確立 

監察官及び国税局・税務署の幹部が講

師となって重畳的に予防講話を実施した

ほか、監察官の巡察に際して、幹部職員

に部下職員に対する指導監督の重要性を

認識させ、身上把握や業務の進行管理の

徹底について指導するとともに、幅広く

職員動向の把握に努め、国税庁及び国税

局・税務署が一体となった組織的な非行

予防体制の確立に努めた。 

⑵ 非行早期発見のための資料情報収集 

資料情報の収集は、非行の早期発見の

みならず、非行の防止策としても重要で

あることから、効果的な資料情報の収集

を行うとともに、目的に応じた戦略的な

資料情報の収集に努めた。 

⑶ 非行事案の厳正・迅速な処理 

非行事案の真相解明に当たっては、厳

正かつ迅速な事務処理に努めた。 

第６節 事務の管理・企画 

 

１ 事務処理の情報システム化 

  税務行政を取り巻く環境は、経済取引の

複雑化・広域化や経済社会の国際化・高度

情報化の急速な進展に伴い、事務が複雑・

困難化するなど、大きく変化しており、引

き続き国税庁の使命を果たしていくために

は、納税者サービスの充実、適正かつ公平

な課税及び徴収の実現に向けて、ICT及びデ

ータの一層の活用が重要となっている。 

こうした状況の下、国税庁においては、

「電子政府構築計画」（平成15年７月各府省

情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）、

「世界最先端IT国家創造宣言」（平成25年６

月閣議決定）等を踏まえ、国税関係システ

ムについて、平成33年度を目途に運用コス

トの３割削減に向けた取組を着実に進める

とともに、より付加価値の高いシステムへ

の再構築するための戦略的な取組を推進す

ることとしている。 

⑴ 国税総合管理（KSK）システム 

KSKシステムは、地域や税目を超えた情

報の一元的な管理により税務行政の根幹

となる各種事務処理の高度化・効率化を

図るために導入したコンピュータシステ

ムである。 

平成27年度においては、国境を越えた

役務の提供に対する消費税課税制度の見

直しといった税制改正等に伴うシステム

開発を行った。 

⑵ システムの安定性・信頼性と情報セキ

ュリティの確保 

国税関係業務は、国民の権利義務と密

接にかかわっており、そのシステムに障

害が発生した場合、国民に多大な影響を

与えるとともに、税務行政に対する信頼
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を損なうことになりかねないことから、

機器を定期的に更新する等、システムの

安定的な運用を図っている。 

また、情報セキュリティの観点からは、

国税庁が保有・蓄積する大量の納税者情

報の漏えい等を防止するため、業務用パ

ソコンをインターネットから物理的に分

離しているほか、情報セキュリティに関

する監査や研修を定期的に実施するなど

の取組を進めている。 

２ 電子申告等の運用 

国税電子申告・納税システム（e-Tax）は、

政府全体として進めている電子政府の構築

に向けた取組の一環として、納税者の利便

性の向上及び事務の効率化を図る観点から、

所得税、法人税、消費税などの申告、全税

目の納税（手数料の納付を含む。）、申請・

届出等（電子納税証明書の請求及び発行を

含む。）の手続について、インターネット等

を利用して電子的に行うことを可能とした

システムであり、平成16年６月から全国で

の運用を開始した。 

平成27事務年度においては、平成28年４

月以降、添付書類について、書面による提

出に代えてイメージデータによる提出を可

能とするとともに、法人税申告の財務諸表

等について、e-Taxで受付可能なデータ形式

に変換するプログラムを税務・会計ソフト

開発業者へ提供したほか、平成28年５月以

降、e-Taxの受付日について、５月、８月及

び11月の最後の土曜日及び日曜日も受け付

けるよう拡大するなど、利便性向上に向け

たシステム改善を実施した。 

このような取組の結果、表32のとおり、

国税申告４手続（②）及び申請・届出等９

手続（③）の平成27年度の利用率について

は、前年度を上回ったが、公的個人認証の

普及割合等に左右される国税申告２手続の

利用率（①）については、前年度を下回る

結果となった。要因については、マイナン

バーカードの交付遅延や一部のICカードリ

ーダライタがWindows10では利用できないこ

となどの影響により、個人の自宅等からの

利用が減少したと考えられる。 

 

表32     e-Taxの利用状況 

① 公的個人認証の普及割合等に左右される

国税申告２手続 

（単位：千件） 

年 度 平成26年度 平成27年度 

利 用 件 数 10,167 10,166 

利 用 率 53.0％ 52.5％ 

 

② 上記以外の国税申告４手続 

（単位：千件） 

年 度 平成26年度 平成27年度 

利 用 件 数 3,339 3,524 

利 用 率 71.0％ 74.3％ 

 

③ 申請・届出等９手続 

（単位：千件） 

年 度 平成26年度 平成27年度 

利 用 件 数 4,588 4,639 

利 用 率 58.4％ 61.7％ 

３ 事務の監察 

国税庁の所掌事務について、事務運営の

現状を把握するとともに、その問題点及び

改善策を検討し、税務行政の効率的かつ円

滑な運営に資することを目的として事務の

監察を実施している。 

⑴ 長官特命特別監督 

長官特命特別監督は、国税庁長官の命

を受け、特定の事項に限定して、国税庁

の事務運営等を機動的に検討することを

目的として実施している。 
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平成27事務年度は、「署の統括国税調査

官・審理専門官（審理担当者を含む）に

よる調査審理の現状と課題」をテーマに

「更なる調査事務の充実」に貢献するこ

とを目的として事務監察を実施した。 

⑵ 長官特命特別監督以外の事務の監察 

国税庁の事務運営等を客観的見地から

検討するため、一般監督を実施している。 

平成27事務年度は、行政文書等の管理

の徹底に向けた提言を行うことを目的に

「行政文書等の管理状況等」などをテー

マとして一般監督を実施した。 

 ⑶ 行政文書等の事務監察 

国税庁における行政文書等の管理・取

扱いの状況について、訓令等に従って適

切に実施されているかを確認し、「国税庁

行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令

第１号）に定める総括文書管理者等に行

政文書等の管理状況の事務監察の結果を

報告した。 

４ 提案制度 

⑴ 概要 

提案制度は、職員それぞれによる日常

の職務及び職場の改善を通じて、税務行

政に対する国民の理解と信頼が得られる

よう、行政文書、電子データ、個人情報

等の厳正な管理及び職務を遂行するに当

たっての法令遵守の徹底など適正な事務

の管理を図るほか、職員の職務への積極

的な参加意識の醸成、職員の能力向上及

び事務の効率化を図り、より効率的な税

務行政を推進するとともに、納税者利便

の向上及び職員の働きやすい職場環境の

整備を図ることを目的として設けられて

いる。 

本制度は、昭和25年に「献策制度」と

して発足し、昭和38年には、「提案制度」

と改称するとともに、提案方法、審査方

法及び報賞規定を改定している。その後

数次の改正を経ながら、税務行政の効率

的運営を図る施策の一つとして定着して

いるところである。 

⑵ 提案の応募・入賞の状況 

平成27年度に各国税局・沖縄国税事務

所が受理した提案件数は、5,279件であっ

た。 

また、応募された提案のうち、132件が

国税庁に進達され、国税庁長官の諮問に

より、提案審査委員会（委員長 国税庁

次長）が審査を行い、20件の入賞提案を

決定した（優秀１件、佳作19件）。 

なお、提案審査委員会は、提案を実施

した場合に期待できる効果、努力・研究

の程度などを総合的に審査し、入賞提案

を決定している。 

（注）付表第47表「提案受理件数及び国税 

庁入賞件数」参照。 

 

第７節 会計 

 

１ 予算 

⑴ 概要 

「平成27年度予算編成の基本方針」（平

成26年12月27日閣議決定）において、「平

成27年度予算においては、裁量的経費の

みならず義務的経費も含め、聖域を設け

ずに大胆に歳出を見直し」、「『当面の財政

健全化に向けた取組等について－中期財

政計画－』（平成25年８月８日閣議了解）

に基づき、国の一般会計の基礎的財政収

支をできる限り改善させる」こと等が示

された。この基本方針に基づき、国税庁

関係予算については、税務行政の円滑か

つ効率的な事務運営の確保、納税者利便
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向上、納税者及び職員の安全確保、税制

改正に対応するための経費など必要な予

算が措置された。 

特に、KSKシステム、e-Tax、電話相談

センター及び国税庁情報ネットワークの

運用経費、国境を越えた役務の提供に対

する消費税の課税の見直し等税制改正に

伴う経費並びに社会保障・税番号制度関

係経費が措置された。 

なお、行政事業レビュー公開プロセス

の対象となったe-Taxについては、評価結

果に基づく見直しを行った。 

予算の執行に当たっては、次の事項に

重点を置いた事務の運営を行い経費の効

率的な使用に努めた。 

イ 事務の合理化・効率化の推進 

厳しい定員事情の下で、税務行政の

適正な執行を確保するため、事務処理

の情報化を一層推進するとともに電子

政府の実現に向けて、KSKシステム、e-

Tax、国税庁情報ネットワークの整備等

を行った。 

また、税務署における内部事務の効

率化による調査事務の充実を図るため

アルバイトの積極的な活用に努めた。 

さらに、電話による税務相談事務の

効率化・合理化を図るため、前年度に

引き続き、各国税局・沖縄国税事務所

で電話相談を集中的に処理する電話相

談センターの運用を行った。 

ロ 調査・指導事務の充実 

適正・公平な課税を期するため、局

署における調査等旅費については、効

率的な使用に努めるとともに、取引の

広域化に対応できるよう配慮した。ま

た、申告納税制度の充実を図るため、

納税者に対する継続記帳指導等を前年

に引き続き実施するとともに、税理士

に依頼して実施する記帳指導及び納税

相談等も行った。 

ハ 国際化への対応 

最近における経済取引の国際化に対

応するため、本邦企業の海外支店等調

査の推進及び国際課税問題等について

各国税務当局との協議を行った。 

また、前年度に引き続き、外資系企

業の財務情報等の収集、海外取引研修

等を実施した。 

ニ 職場環境の改善 

職員の健康管理の充実を図るため、

総合健康診断の充実、診療所備品の整

備等を行ったほか、庁舎・宿舎の補修

に必要な経費を確保する等、職場環境

の改善を図った。 

ホ 社会保障・税番号制度への対応 

「行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法

律」の制定に伴い必要となる、法人番

号の付番システムの開発等を行った。 

⑵ 予算の執行状況 

イ 予算 

国税庁関係の平成27年度一般会計当

初予算の総額は、7,073億5,051万円で

あったが前年度からの繰越額が６億

9,625万円あり、その後、人件費、行政

経費の減額等を内容とする36億1,683万

円の減額補正が行われたため、補正後

の予算現額は、7,044億2,994万円とな

った。 

また、平成27年度特別会計予算とし

て、復興庁から移替えを受けた「環境

保全復興政策費」の前年度からの繰越

額が1,028万円ある。 
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表33 予 算 の 執 行 状 況 

【一般会計】 

区 分 

項 

当 初 歳 出 

予 算 額 
繰 越 額 

補 正 

増 △ 減 額 

流 用 等 

増 △ 減 額 

予 備 費 

使 用 額 

歳 出 予 算 

現 額 

支 出 済 

歳 出 額 

翌 年 度 

繰 越 額 
不 用 額 

 

 

 

（組織）国 税 庁 

 

（項）国 税 庁 共 通 費 

 

（項）税 務 業 務 費 

 

（項）国 税 庁 施 設 費 

 

（項）国 税 不 服 審 判 所 

 

（項）独立行政法人酒類総合研究所運営費 

  

 

計 

 

百万円 

 

 

 

577,794 

 

121,172 

 

2,470 

 

4,960 

 

954 

 

 

707,351 

 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

696 

 

0 

 

0 

 

 

696 

 

 

百万円 

 

 

 

△3,060 

 

△512 

 

△1 

 

△44 

 

0 

 

 

△3,617 

 

 

百万円 

 

 

 

(±1,166) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

(±1,166) 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

百万円 

 

 

 

574,735 

 

120,660 

 

3,166 

 

4,916 

 

954 

 

 

704,430 

 

 

百万円 

 

 

 

561,911 

 

116,637 

 

1,916 

 

4,706 

 

954 

 

 

686,123 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

1,204 

 

0 

 

0 

 

 

1,204 

 

 

百万円 

 

 

 

12,824 

 

4,023 

 

45 

 

210 

 

0 

 

 

17,103 

（注） 各々の計数において百万円未満を四捨五入したため、計とは一致しないものがある。 

【特別会計】 

区 分 

項 

当 初 歳 出 

予 算 額 
繰 越 額 

補 正 

増 △ 減 額 

流 用 等 

増 △ 減 額 

予 備 費 

使 用 額 

歳 出 予 算 

現 額 

支 出 済 

歳 出 額 

翌 年 度 

繰 越 額 
不 用 額 

 

 

 

（組織）国 税 庁 

 

（項）環 境 保 全 復 興 政 策 費 

 

計 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

百万円 

 

 

 

10 

 

10 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

百万円 

 

 

 

10 

 

10 

 

百万円 

 

 

 

9 

 

9 

 

百万円 

 

 

 

0 

 

0 

 

百万円 

 

 

 

1 

 

1 

（注）１ 「（項）環境保全復興政策費」は、復興庁所管から、予算の移替えを受けて執行したものである。 

２ 各々の計数において百万円未満を四捨五入したため、計とは一致しないものがある。 

 

ロ 決算 

平成27年度の執行状況は、表33のと

おりである。 

ハ 徴税コスト 

国税庁扱いの租税及び印紙収入100円

当たりの徴税コストは、表34のとおり

である。 

 

表34 徴税コスト 

区    分 平成26年度 平成27年度 

決    算 
円 

1.39 

円 

1.30 

 

 

 

 

２ 営繕 

⑴ 庁舎等建替関係 

平成27年度には、東京国税局庁舎及び前

橋税務署が入居する合同庁舎が整備され

た。 

⑵ 施設整備関係 

庁舎については、耐震改修を実施した

ほか、老朽化に伴う受変電設備の更新や

外壁改修等を実施し安全対策を行ったほ

か、空調設備改修等を実施した。 

宿舎については、屋上防水等の改修を

実施し、安全対策を行ったほか、台所や

浴室、トイレ等の改修を実施し、職員の

生活環境の改善を図った。 
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第２章 特別の機関等 

 

第１節 国税不服審判所 

  

１ 概要 

⑴ 組織と機構 

国税不服審判所は、国税に関する法律

に基づく処分についての審査請求に対し

て裁決を行う機関であり、昭和45年５月

に国税の賦課徴収に当たる処分庁（国税

局、税務署等）から分離された国税庁の

附属機関（現在は「特別の機関」）として

設置された。 

本部は東京に置かれ、全国の主要都市

に12の支部と７の支所が置かれている。 

審査請求事件の調査・審理の中心とな

る国税審判官には、弁護士、税理士、公

認会計士、大学の教授若しくは准教授、

裁判官又は検察官の職にあった者、税務

に従事した経験豊富で適性を有する職員

等を任用している。これは、国税審判官

には、税務に関する専門的な知識及び事

実関係の調査能力とともに法律的な素養

が必要であることを考慮したものである。 

⑵ 審査請求の手続 

審査請求書が提出された後、審査請求

事件の調査・審理を行う担当審判官（１

名）及び参加審判官（２名以上）で構成

される合議体が編成される。合議体は、

審査請求人の正当な権利利益救済の観点

から、当事者の主張を十分聴取するなど、

充実した合議の下、適正・迅速に調査・

審理を行った上で議決し、この議決に基

づいて国税不服審判所長が裁決を行う。 

⑶ 事務運営 

国税不服審判所は、税務行政部内にお

ける公正な第三者的機関として、適正・

迅速な事件処理を通じて納税者の正当な

権利利益の救済を図るとともに、税務行

政の適正な運営の確保に資することを使

命とし、それを達成するため、次に掲げ

る事項を事務運営の基本方針としている。 

イ 争点主義的運営 

ロ 合議の充実 

ハ 納得の得られる裁決書の作成 

２ 審査請求の状況 

平成27年度における審査請求事件の請求

件数は2,098件で、前年度（2,030件）に比

べて68件（3.3％）増加している（表35参

照）。 

その税目別の構成割合をみると、申告所

得税等（復興特別所得税を含む。）事件が

24.5％、源泉所得税等（復興特別所得税を

含む。）事件が1.7％、法人税等（復興特別

法人税を含む。）事件が15.9％、相続税・贈

与税事件が8.6％、消費税等（地方消費税を

含む。）事件が 34.4％、徴収関係事件が

9.3％、その他の税目の事件が5.6％となっ

ている。 
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表35     審査請求の状況 

区 分 
平成26年度 平成27年度 

請求件数 構成割合 請求件数 構成割合 

申 告 

所 得 税 等 

件 

499 

％ 

24.6 

件 

514 

％ 

24.5 

源 泉 

所 得 税 等 
56 2.8 36 1.7 

法 人 税 等 314 15.5 334 15.9 

相 続 税 ・ 

贈 与 税 
172 8.5 180 8.6 

消 費 税 等 754 37.1 721 34.4 

徴 収 

関 係 
161 7.9 196 9.3 

そ の 他 74 3.6 117 5.6 

合  計 2,030 100.0 2,098 100.0 

（注）１ 国税通則法に基づくもののほかに行政不服審査法   

に基づく審査請求が含まれている。 

（注）２ 四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と

一致しないことがある。 

 

３ 審査請求の処理状況 

平成27年度において処理した件数は、

2,311件で、前年度（2,980件）に比べて669

件（22.4％）減少している（表36参照）。 

その処理態様別の構成割合をみると、却

下（審査請求期間の徒過等、審査請求の形

式的な要件が適法でないもの）が12.5％

（前年度5.5％）、棄却（納税者の主張が認

められなかったもの）が69.9％（前年度

80.1％）である。一方、全部認容及び一部

認容（納税者の主張が全部認められたもの

及び一部認められたもの）は8.0％（前年度

8.0％）であり、また、審査請求人が請求を

取り下げたものが9.6％（前年度6.3％）と

なっている。 

また、平成27年度末の未済件数は1,407件

であり、前年度末の未済件数（1,620件）に

比べて213件（13.1％）減少している。 

 

 

表36 審査請求の処理状況 

区 分 
平成26年度 平成27年度 

処理件数 構成割合 処理件数 構成割合 

取 下 げ 
件 

188 
％ 

6.3 
件 

223 
％ 

9.6 

却 下 165 5.5 289 12.5 

棄 却 2,388 80.1 1,615 69.9 

全部認容及
び一部認容 239 8.0 184 8.0 

変 更 － － － － 

合 計 2,980 100.0 2,311 100.0 

（注）国税通則法に基づくもののほかに行政不服審査法に基

づく審査請求が含まれている。 

 

４ 国税不服審判所長を行政庁とする訴訟 

裁決の取消しのみを求める訴訟は、平成

27年度当初の係属件数が１件であったとこ

ろ、当年度中に新たに５件が提起され、う

ち４件が終結（全て国側勝訴）したため、

年度末において２件が係属している。 

また、課税処分等の取消し等を求める訴

訟に併せて裁決の取消しを求める訴訟は、

平成27年度当初の係属件数が４件であった

ところ、当年度中に新たに７件が提訴され、

うち６件が終結（国側勝訴４件、取下げ２

件）したため、年度末において５件が係属

している。 

なお、損害賠償を求めるものなど、裁決

の取消しを求める訴訟以外の訴訟は、平成

27年度当初は係属件数がなかったが、当年

度中に新たに２件提起され、いずれも終結

（全て国側勝訴）したため、年度末におけ

る係属中の事件はない。 

 

第２節 税務大学校 

 

１ 概要 

税務大学校は、国税庁の所掌事務に従事

するために必要な研修を行う機関であり、
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本校のほか、全国12か所に地方研修所が置

かれている。 

税務大学校における研修は、高等学校あ

るいは大学等を卒業した新規採用者を納税

者から信頼される税務職員として育成する

とともに、現に第一線で働いている職員に

対し、税務行政を取り巻く環境の変化に即

応し得るよう、必要な研修を長期研修、短

期研修、通信研修等に区分し実施している。 

２ 長期研修 

長期研修は、職員の資質、能力の向上に

重点を置いて、長期間にわたり実施する研

修である。 

⑴ 新規採用者を対象とする研修 

イ 普通科 

普通科は、税務職員採用試験による

新規採用者に対して実施する研修であ

り、採用直後の４月から１年間、全寮

制により３か所の地方研修所において

行っている。 

普通科の研修目的は、社会人として

の良識及び公務員としての自覚を身に

付けさせるとともに、税務職員として

必要な知識、技能等の基礎的事項を習

得させることにある。 

普通科の教育課程は、①基礎的な税

法知識・会計知識の習得のための税法

科目及び会計科目、職場配置後の実務

に必要となる実務的・実践的な知識及

び技能の習得のための実務科目等を中

心とした専門科目と、②基礎的な法

律・経済知識の習得のための法律・経

済科目等の一般科目に重点を置いて編

成している。 

平成27年度においては、普通科第75

期生680人が修了した。 

ロ 専門官基礎研修 

専門官基礎研修は、国税専門官採用

試験による新規採用者等に対して実施

する研修であり、４月から３か月間、

本校において行っている。 

専門官基礎研修の研修目的は、社会

人としての良識及び公務員としての自

覚を身に付けさせるとともに、税務職

員として必要な知識、技能等の基礎的

事項を習得させることにある。 

専門官基礎研修の教育課程は、所得

税法、法人税法等の税法科目及び会計

科目に重点を置いて編成している。 

平成27年度においては、専門官基礎

研修第45期生1,040人が修了した。 

⑵ その他の研修 

イ 中等科 

中等科は、普通科修了後４年の実務

経験を経た者に対して実施する研修で

あり、５月から２か月間、４か所の地

方研修所において行っている。 

中等科の研修目的は、調査・徴収事

務に必要な知識、技能を習得させるこ

とにある。 

中等科の教育課程は、税法科目に重

点を置いて編成している。 

平成27年度においては、中等科第２

期生513人が修了した。 

ロ 専攻税法研修 

専攻税法研修は、専門官基礎研修修

了後１年間の実務経験を経た者等に対

して実施する研修であり、８月から２

か月間、８か所の地方研修所において

行っている。 

専攻税法研修の研修目的は、調査、

徴収事務に関する基本的知識及び技能

を習得させることにある。 

専攻税法研修の教育課程は、税法科
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目及び実務科目により編成している。 

平成27年度においては、専攻税法研

修第６期生1,065人が修了した。 

ハ 本科 

本科は、原則として税務職員に採用

されてから７年以上を経過した者のう

ち、部内の選抜試験に合格した者に対

して実施する研修であり、７月から１

年間、本校において行っている。 

本科の研修目的は、真に専門官職に

ふさわしい知識、技能を習得させると

ともに、税務の中核として活躍できる

よう広い視野、高い識見、的確な判断

力等を身に付けさせることにあり、個

人課税班、資産課税班、法人課税班、

管理運営班及び徴収班の各専攻班に分

かれて実施している。 

本科の教育課程は、討議を主体とし

た税法科目及び会計科目に重点を置い

て編成している。 

平成27年度においては、個人課税班

51人、資産課税班21人、法人課税班85

人、管理運営班20人、徴収班20人、計

197人が本科第52期生として修了した。 

ニ 専科 

専科は、専門官基礎研修修了後３年

間の実務経験を経た者に対して実施す

る研修であり、８月から７か月間、本

校において行っている。 

専科の研修目的は、専門官職として

必要な知識、技能を習得させるととも

に、それにふさわしい広い視野、高い

識見、的確な判断力等を身に付けさせ

ることにあり、個人課税班、資産課税

班、法人課税班及び徴収班の各専攻班

に分かれて実施している。 

専科の教育課程は、討議を主体とし

た税法科目及び会計科目に重点を置い

て編成している。 

平成27年度においては、個人課税班

214人、資産課税班77人、法人課税班

330人、徴収班83人、計704人が専科第

42期生として修了した。 

ホ 国際科 

国際科（旧国際租税セミナー実務コ

ース）は、国際租税セミナー基礎コー

ス（平成24年度に廃止）修了後の経験

年数が２年以上の者のうち、部内の選

抜試験に合格した者に対して実施する

研修であり、８月から５か月間、本校

において行っている。 

国際科の研修目的は、国際課税の重

要かつ高度な職務に必要な知識を習得

させることにある。 

国際科の教育課程は、国際課税制度、

海外取引調査法、国際課税の執行及び

国際取引実務に関する高度な専門的知

識の習得に重点を置いて編成している。 

平成27年度においては、国際科第37

期生100人が修了した。 

ヘ 専攻科 

専攻科は、原則として部内経験年数

が12年以上（国税専門官試験採用者は

８年以上）の者のうち、部内の選抜試

験に合格した者に対して実施する研修

であり、９月から４か月間、本校にお

いて行っている。 

専攻科の研修目的は、審理等の重要

かつ高度な職務に必要な知識等を習得

させることにある。 

専攻科の教育課程は、①実践的な税

法解釈・適用能力及び審理の局面にお

ける諸課題への対応策や施策等の企画

立案能力の養成並びに審理機能・争訟
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対応機能に関する実務能力の向上、②

先端的経済取引等の税法周辺の実務知

識の習得に重点を置いて編成している。 

平成27年度においては、専攻科第９

期生100人が修了した。 

ト 研究科 

研究科は、本科又は専科の修了者等

の中から研究員として選定された者に

対して実施する研修であり、４月から

１年３か月間、本校において行ってい

る。 

研究科の研修目的は、研究活動を通

じ、税務に関する高度な専門的理論を

習得させることにある。 

研究科の教育課程は、研究員にそれ

ぞれ税務に関する理論又は税務行政上

の諸問題の中から選定した課題を研究

させ、大学教授、本校教授等の指導の

下に、その研究成果を論文にまとめて

発表させることにより、高度な専門的

理論を習得させるよう編成している。 

また、その研究活動に資するため、

研究員を東京大学、一橋大学、京都大

学大学院及び神戸大学大学院に聴講生

として、並びに一橋大学大学院、早稲

田大学大学院及び大阪大学大学院に博

士前期（修士）課程受講者として派遣

した。 

平成27年度においては、研究科第51

期生23人が修了した。 

チ 評価特別研修 

評価特別研修は、資産課税事務又は

徴収事務を担当する者のうち、部内経

験年数が11年以上（国税専門官試験採

用者は７年以上）の者の中から選定さ

れた者に対して実施する研修であり、

８月から５か月間、本校において行っ

ている。 

評価特別研修の目的は、不動産その

他財産の評価の高度な職務に必要な          

知識等を習得させることにある。評価

特別研修の教育課程は、不動産その他

財産の評価手法に関する専門的知識及

び評価に必要な法令等の習得に重点を

置いて編成している。 

平成27年度は、評価特別研修第３期

生20人が修了した。 

リ 酒税行政研修 

酒税行政研修は、酒税行政事務を担 

当する者のうち、部内経験年数が６年

以上、かつ、酒税行政事務の経験年数

が２年以上の者の中から選定された者

に対して実施する研修であり、１月か

ら５か月間、本校において行っている。 

酒税行政研修の目的は、酒税行政事  

務の高度な職務に必要な知識等を習得

させることにある。 

酒税行政研修の教育課程は、①酒税

行政事務に関する専門的知識及び技能

等の習得並びに②酒税行政が直面する

諸課題について適切な対応策を企画立

案できるような実践力の養成に重点を

置いて編成している。 

平成27年度は、酒税行政研修第３期

生17人が修了した。 

ヌ 税務理論研修 

税務理論研修は、国家公務員採用総

合職試験（旧国家公務員採用Ⅰ種試験

等）により採用されて約３年の実務経

験を経た者に対して実施する研修であ

り、４月から３か月間、本校において

行っている。 

税務理論研修の研修目的は、税法等

について、幅広くかつ高度な知識を習
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得させ、税務行政の企画・立案能力の

向上を図ることにある。 

税務理論研修の教育課程は、①租税

法の基礎理論等の習得並びに高度な税

法解釈及び適用能力の養成、②危機管

理、税法マネジメント論等に関する基

本的知識の習得に重点を置いて編成し

ている。 

平成27年度においては、税務理論研

修第34回生６人が修了した。 

３ 短期研修 

短期研修は、職場研修と併せた総合的視

野に立ち、実務面からの研修ニーズを踏ま

え、それぞれの職務の遂行に必要な知識、

技能等を効率的に習得させることを目的と

して、本校及び地方研修所において実施し

ている。 

⑴ 本校短期研修 

本校における短期研修は、主として国

税局の職員に対して、専門事務を円滑か

つ効率的に遂行し、又は税務署の職員を

指導していく上で要請される高度な知識

及び技能を習得させることを目的として

実施している。 

平成27年度においては、27コースで

2,206人が受講した。 

⑵ 地方短期研修 

地方研修所における短期研修は、原則

として統一された実施方針により、主と

して税務署の職員の能力、資質の向上を

図ることを目的として、審理（特別）研

修を実施している。 

平成27年度においては、539人が受講し

た。 

４ 通信研修 

通信研修は、職員の自学自習を助け、自

らの研さんによって税務の執行に必要な知

識を習得させることを目的として、会計学、

税務会計、国際課税Ⅰ・Ⅱ、審理Ⅰ・Ⅱ、

窓口英語Ⅰ・Ⅱ、韓国語Ⅰ及び中国語Ⅰを

実施している。 

平成27年度においては、2,727人が修了し

た。 

 

表37    税務大学校の研修人員 

  （単位：人） 

研修の種類 平成26年度 平成27年度 

普 通 科 372 680 

専門官基礎研修 1,065 1,040 

中 等 科 642 513 

専攻税法研修 553 1,065 

本 科 197 197 

専 科 717 704 

国  際  科 100 100 

専  攻  科 100 100 

研 究 科 23 23 

評価特別研修 20 20 

酒税行政研修 16 17 

税務理論研修 5 6 

本校短期研修 2,150 2,206 

地方短期研修 695 539 

通 信 研 修 2,288 2,727 

（注）研修人員は修了者を示す。 

    

 

５ その他 

税務大学校では、税務に関する学術的な

研究等を行っているほか、ODAの一環として、

国際協力機構（JICA）等の枠組みの下、ア

ジアを中心とした開発途上国の税務職員等

を対象とした研修において、講義等も実施

している。 

また、税務大学校が保有する税に関する

専門的な研究・教育機能を利用して、平成

６年度から、納税者のみならず国民各層を

対象とした公開講座を実施している。 
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 第３節 国税審議会 

 

１ 概要 

平成13年１月６日の中央省庁等改革に伴

い、従来の国税審査会、税理士審査会及び

中央酒類審議会が統合され、財務省設置法

第21条の規定に基づき国税審議会が設置さ

れた。 

国税審議会は、20人以内の委員で組織さ

れ、国税審査分科会、税理士分科会及び酒

類分科会が置かれている。また、税理士分

科会に試験委員及び懲戒審査委員が置かれ

ている。 

なお、国税審議会の庶務は、国税庁長官

官房総務課及び人事課並びに課税部酒税課

で行っている。 

２ 所掌事務 

国税審議会の所掌事務は、次のとおりで

ある。 

⑴ 国税不服審判所長が国税庁長官通達と

異なる法令解釈により裁決を行う場合等

で、国税庁長官が国税不服審判所長の意

見を相当と認めない場合等における審議

（国税通則法第99条） 

⑵ 税理士試験の執行及び税理士の懲戒処

分等の審議（税理士法第12条、第47条） 

⑶ 酒税の保全のため、酒類業者に対し命

令を発する場合、酒類の製法・品質等の

表示の基準又は重要基準の審議（酒税の

保全及び酒類業組合等に関する法律第85

条、第86条の８） 

⑷ 酒類業者における酒類の製造（又は輸

送）に係るエネルギーの使用の合理化の

状況が著しく不十分である場合における

指示（又は勧告）後の命令に当たり意見

を述べること、酒類業者が酒類容器の分

別回収に関する表示事項を表示しない等

の場合及び酒類小売業者の容器包装廃棄

物の排出抑制の促進の状況が著しく不十

分である場合における勧告後の命令に当

たり意見を述べること（エネルギーの使

用の合理化等に関する法律第16条第５項、

第19条の２第１項及び第64条第３項、資

源の有効な利用の促進に関する法律第25

条第３項、容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進等に関する法律第７条の

７第３項）。 

なお、国税審査分科会は⑴、税理士分

科会は⑵、酒類分科会は⑶及び⑷の事務

を所掌している。 

３ 委員 

委員及び臨時委員は、学識経験のある者

のうちから、財務大臣が任命する。 

試験委員は税理士試験の問題の作成及び

採点を行うについて必要な実務経験のある

者及び学識経験のある者のうちから、また、

懲戒審査委員は税理士に対する懲戒処分の

審査を行うについて必要な実務経験のある

者及び学識経験のある者のうちから、審議

会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。 

平成28年６月30日現在の審議会委員は、

次のとおりである（敬称略）。 

会  長 岩﨑 政明 

会長代理 田近 栄治 

委  員 石井 幸夫  角田 光代 

河村小百合  神津 信一 

佐藤 和夫  篠原 成行 

須磨佳津江  辻山 栄子 

手島麻記子  中村 豊明 

橋本 佳与  林 菜つみ 

広重 美希  福田  進 

三村優美子  山田  洋  

吉村 典久  渡辺  哲 

臨時委員 奥田  徹  鹿取みゆき 
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後藤 奈美  髙橋 梯二 

松本 信彦  小西 彦衞 

４ 国税審議会の開催状況 

平成27年７月１日から平成28年６月30日

までの国税審議会の開催状況は次のとおり。 

本会 

平成28年３月22日開催（第17回） 

税理士分科会 

平成27年12月11日開催（第70回） 

平成27年12月24日開催（第71回） 

平成28年５月19日開催（第72回） 

平成28年５月27日開催（第73回） 

平成28年６月３日開催（第74回） 

５ 税理士試験 

平成27年度（第65回）税理士試験 

平成27年８月18日から８月20日まで実施

し、同年12月18日に合格者を発表した。 

その結果は、次のとおりである。 

受験申込者数 47,145人 

受験者数 38,175人 

合格者数 835人 

一部科目合格者数 6,067人 

 

第４節 土地評価審議会 

 

１ 概要 

土地評価審議会は、相続税法第26条の２

の規定に基づき各国税局・沖縄国税事務所

に設置されている。 

土地評価審議会は、関係行政機関の職員、

地方公共団体の職員及び土地評価に関する

学識経験者を委員として構成され、相続税、

贈与税及び地価税の土地等の評価に関して

国税局長・沖縄国税事務所長が意見を求め

た事項について調査審議することとされて

いる。 

また、国税局長・沖縄国税事務所長は、

農業投資価格を決定する場合も、土地評価

審議会の意見を聴くこととされている。 

２ 審議の状況 

平成28年分の都道府県における土地の用

途別の主要な標準地の路線価等について、

各国税局・沖縄国税事務所において、平成

28年５月に審議された。 

 


